
新規上場申請のための四半期報告書

（第11期第１四半期）

株式会社ROXX



【表紙】

【提出書類】 新規上場申請のための四半期報告書

【提出先】 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 岩永守幸 殿

【提出日】 2024年８月19日

【四半期会計期間】 第11期第１四半期（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日）

【会社名】 株式会社ROXX

【英訳名】 ROXX.inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中嶋 汰朗

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03-6777-7070

【事務連絡者氏名】 取締役 上級執行役員 SVP of Corporate 山田 浩輝

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03-6777-7070

【事務連絡者氏名】 取締役 上級執行役員 SVP of Corporate 山田 浩輝



目 次

頁

第一部【企業情報】…………………………………………………………………………………………………………１

第１【企業の概況】………………………………………………………………………………………………………１

１【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………………………１

２【事業の内容】……………………………………………………………………………………………………１

第２【事業の状況】………………………………………………………………………………………………………２

１【事業等のリスク】………………………………………………………………………………………………２

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】……………………………２

３【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………………………３

第３【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………………………４

１【株式等の状況】…………………………………………………………………………………………………４

(１)【株式の総数等】……………………………………………………………………………………………４

①【株式の総数】………………………………………………………………………………………………４

②【発行済株式】………………………………………………………………………………………………４

(２)【新株予約権等の状況】……………………………………………………………………………………11

①【ストックオプション制度の内容】………………………………………………………………………11

②【その他の新株予約権等の状況】…………………………………………………………………………11

(３)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】…………………………………………11

(４)【発行済株式総数、資本金等の推移】……………………………………………………………………12

(５)【大株主の状況】……………………………………………………………………………………………12

(６)【議決権の状況】……………………………………………………………………………………………12

２【役員の状況】……………………………………………………………………………………………………13

第４【経理の状況】………………………………………………………………………………………………………14

１【四半期財務諸表】………………………………………………………………………………………………15

(１)【四半期貸借対照表】………………………………………………………………………………………15

(２)【四半期損益計算書】………………………………………………………………………………………17

【第１四半期累計期間】………………………………………………………………………………………17

２【その他】…………………………………………………………………………………………………………22

第二部【提出会社の保証会社等の情報】…………………………………………………………………………………23

四半期レビュー報告書……………………………………………………………………………………………………巻末



1

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第１四半期
累計期間

第10期

会計期間
自 2023年10月１日
至 2023年12月31日

自 2022年10月１日
至 2023年９月30日

売上高 （千円） 714,433 2,075,781

経常損失（△） （千円） △196,436 △742,951

四半期（当期）純損失（△） （千円） △197,263 △746,359

資本金 （千円） 178,998 99,000

発行済株式総数 6,784,950 6,697,900

普通株式 2,965,000 2,965,000

Ａ種優先株式 450,000 450,000

Ｂ種優先株式
（株）

295,000 295,000

Ｃ種優先株式 455,000 455,000

Ｄ種優先株式 1,700,000 1,700,000

Ｄ２種優先株式 832,900 832,900

Ｅ種優先株式 87,050 －

純資産額 （千円） 275,847 313,113

総資産額 （千円） 1,528,207 1,484,617

１株当たり四半期（当期）純損失（△） （円） △29.39 △111.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純損失（△）

（円） － －

１株当たり配当額 （円） － －

自己資本比率 （％） 18.0 21.0

（注）１．当社は四半期連結財務諸表は作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載して

おりません。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は、

前第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っ

ておりません。

(１)財政状態及び経営成績の状況

①業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、社会経済活動の正常化が進み、景気の緩やかな回復傾向の兆し

が見られました。日本国内の有効求人倍率（季節調整値） は2023年９月には1.29倍となり、人材需要は堅調に推

移しております。一方で、不安定な世界情勢は長期化しており、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下

振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、注視すべき状況が続いております。

このような状況のもと、当社は「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、ノンデスクワーカー向け転職支

援プラットフォーム「Zキャリア(旧agent bank)」とオンライン完結型のリファレンス/コンプライアンスチェッ

クサービス「back check」を運営してまいりました。

当第１四半期累計期間においては、「Zキャリア」のプラットフォーム拡大に向けた求職者集客及びAIを活用し

たプロダクト開発の強化、「back check」のプロダクト開発への投資をおこなってまいりました。

この結果、当第１四半期累計期間における「Zキャリア」の売上高は577,485千円となりました。「back

check」の売上高は136,948千円となりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は714,433千円、営業損失は200,951千円、経常損失は

196,436千円、四半期純損失は197,263千円となりました。

なお、当社はHR tech事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載をしておりません。

②財政状態の状況

（資産）

当第１四半期累計期間における総資産は1,528,207千円（前年度末比43,589千円の増加）となりました。

流動資産は1,415,672千円（前年度末比47,998千円の増加）となりました。これは主に、現金及び預金の増加

40,836千円、前払費用の増加17,982千円、営業未収入金の減少9,340千円によるものであります。

固定資産は112,534千円（前年度末比4,409千円の減少）となりました。これは主にオフィス増床に伴う敷金

及び保証金の減少1,307千円によるものであります。

（負債）

当第１四半期累計期間における負債は1,252,359千円(前年度末比80,855千円の増加)となりました。

流動負債は1,174,447千円（前年度末比86,109千円の増加）となりました。これは主に、営業未払金の増加

60,928千円、未払金の増加42,162千円、その他の減少14,621千円によるものであります。

固定負債は77,912千円（前年度末比5,254千円の減少）となりました。これは主に長期借入金の減少5,254千

円によるものであります。

（純資産）

当第１四半期累計期間における純資産は275,847千円(前年度末比37,265千円の減少)となりました。これは主

に、四半期純損失による利益剰余金の減少197,263千円、増資による資本金の増加79,998千円、資本準備金の増

加79,998千円によるものであります。

(２)研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発費の総額は38,379千円であります。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,000,000

Ａ種優先株式 10,000,000

Ｂ種優先株式 5,000,000

Ｃ種優先株式 5,000,000

Ｄ種優先株式 5,000,000

Ｄ２種優先株式 5,000,000

Ｅ種優先株式 5,000,000

計 50,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年８月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,965,000 6,948,170 非上場 単元株式数は１株であります。

Ａ種優先株式 450,000 - 非上場
単元株式数は１株であります。
（注）

Ｂ種優先株式 295,000 - 非上場
単元株式数は１株であります。
（注）

Ｃ種優先株式 455,000 - 非上場
単元株式数は１株であります。
（注）

Ｄ種優先株式 1,700,000 - 非上場
単元株式数は１株であります。
（注）

Ｄ２種優先株式 832,900 - 非上場
単元株式数は１株であります。
（注）

Ｅ種優先株式 87,050 - 非上場
単元株式数は１株であります。
（注）

計 6,784,950 6,948,170 ― ―

（注）Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式及びＥ種優先株式の内容

（１）残余財産の分配

① 当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式の保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種

優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録質権者」という。）、Ｂ種優先株式の保有者（以下「Ｂ種

優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録質権者」という。）、Ｃ種

優先株式の保有者（以下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先

登録質権者」という。）、Ｄ種優先株式の保有者（以下「Ｄ種優先株主」という。）又はＤ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録質権者」という。）及びＤ２種優先株式の保有者（以下「Ｄ２種優先株

主」という。）又はＤ２種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ２種優先登録質権者」という。）及びE種優

先株式の保有者（以下「E種優先株主」という。）又はE種優先株式の登録株式質権者（以下「E種優先登録質

権者」という。）に対し、普通株式の保有者（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の１株当たりの払
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込金額の１倍に相当する金額（以下「Ａ種優先分配額」という。）を、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先

株式の１株当たりの払込金額の1.5倍に相当する金額（以下「Ｂ種優先分配額」という。）を、Ｃ種優先株式

１株につき、Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額の１倍に相当する金額（以下「Ｃ種優先分配額」とい

う。）を、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種優先株式の１株当たりの払込金額の１倍に相当する金額（以下

「Ｄ種優先分配額」という。）を、Ｄ２種優先株式1株につき、Ｄ２種優先株式の1株当たりの払込金額の１

倍に相当する金額（以下「Ｄ２種優先分配額」という。）を、E種優先株式1株につき、E種優先株式の1株当

たりの払込金額の１倍に相当する金額（以下「E種優先分配額」という。）を、それぞれ支払う。

② 前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主又は普通登録質権者、Ａ種優先株主又はＡ種

優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権者、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録質権者及びＤ２種優先株主又はＤ２種優先登録質権者及びE種優先株主又はE種優先登

録質権者に対して分配を行う。この場合、当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又

はＢ種優先登録質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権者、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録質権者及び

Ｄ２種優先株主又はＤ２種優先登録質権者及びE種優先株主又はE種優先登録質権者に対しては、前項の分配

額に加え、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式又はE種優先株式1

株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式1株につき分配する残余財産に「（３）普通株式と

引換えにする取得請求権」に定めるＡ種取得比率、Ｂ種取得比率、Ｃ種取得比率、Ｄ種取得比率、Ｄ２種取

得比率又はE種取得比率をそれぞれ乗じた額と同額の残余財産を分配する。

③ Ａ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

(a) Ａ種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整され

る。なお、「分割・併合・無償割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式総

数（自己株式を除く）を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数（自己株式を除く）で除し

た数を意味するものとし、以下同じとする。

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率

(b) Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。）を行った

ときは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ａ種優先株式数」から

は、当該発行又は処分の時点における当社が保有する自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外するもの

とし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ａ種優先

株式）の数」と読み替えるものとする。

調整後分配額 ＝

既発行Ａ種
優先株式数

×
当該調整
前分配額

＋
新発行種Ａ種
優先株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行Ａ種優先株式数＋新発行Ａ種優先株式数

(c) (a)及び(b)における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

④ Ｂ種分配額の調整については、上記③の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあるのは、

「Ｂ種」と読み替えて適用されるものとする。

⑤ Ｃ種分配額の調整については、上記③の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあるのは、

「Ｃ種」と読み替えて適用されるものとする。

⑥ Ｄ種分配額の調整については、上記③の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあるのは、

「Ｄ種」と読み替えて適用されるものとする。

⑦ Ｄ２種分配額の調整については、上記③の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあるの

は、「Ｄ２種」と読み替えて適用されるものとする。

⑧ Ｅ種分配額の調整については、上記③の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあるのは、

「Ｅ種」と読み替えて適用されるものとする。

⑨ 残余財産の分配を受ける順位は、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優

先株式及びＥ種優先株式は同順位とする。但し、（１）による分配をおこなう際の残余財産の総額が、Ａ種

優先株式にＡ種優先分配額を乗じた額、Ｂ種優先株式にＢ種優先分配額を乗じた額、Ｃ種優先株式にＣ種優

先分配額を乗じた額、Ｄ種優先株式にＤ種優先分配額を乗じた額、Ｄ２種優先株式にＤ２種優先分配額を乗
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じた額及びＥ種優先株式にＥ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合における分配額は次のとおり

とする。

(a) Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対する分配額残余財産の総額×{Ａ種投資総額の1.0倍に相当す

る額÷（Ａ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｂ種投資総額の1.5倍に相当する額＋Ｃ種投資総額の1.0倍

に相当する額＋Ｄ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｄ２種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｅ種投資総額

の1.0倍に相当する額）}

(b) Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対する分配額残余財産の総額×{Ｂ種投資総額の1.5倍に相当す

る額÷（Ａ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｂ種投資総額の1.5倍に相当する額＋Ｃ種投資総額の1.0倍

に相当する額＋Ｄ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｄ２種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｅ種投資総額

の1.0倍に相当する額）}

(c) Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対する分配額残余財産の総額×{Ｃ種投資総額の1.0倍に相当す

る額÷（Ａ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｂ種投資総額の1.5倍に相当する額＋Ｃ種投資総額の1.0倍

に相当する額＋Ｄ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｄ２種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｅ種投資総額

の1.0倍に相当する額）}

(d) Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対する分配額残余財産の総額×{Ｄ種投資総額の1.0倍に相当す

る額÷（Ａ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｂ種投資総額の1.5倍に相当する額＋Ｃ種投資総額の1.0倍

に相当する額＋Ｄ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｄ２種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｅ種投資総額

の1.0倍に相当する額）}

(e) Ｄ２種優先株主又はＤ２種優先登録質権者に対する分配額残余財産の総額×{Ｄ２種投資総額の1.0倍に

相当する額÷（Ａ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｂ種投資総額の1.5倍に相当する額＋Ｃ種投資総額の

1.0倍に相当する額＋Ｄ種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｄ２種投資総額の1.0倍に相当する額＋Ｅ種投

資総額の1.0倍に相当する額）}

(f) (a)、（b）、(c)、(d)及び(e)における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとす

る。

（２）金銭と引換えにする取得請求権

① Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主及びＤ２種優先株主は、当社が、事業譲渡又

は会社分割により、当社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に移転させた場合には、かかる移転の効力

発生日を初日として、かかる移転の効力発生日又はかかる移転の全ての対価の受領の完了日のいずれか遅い

日から15日を経過するまでの期間（以下、「（２）金銭と引換えにする取得請求権」において「取得請求期

間」という。）に限り、保有するＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先

株式及びＥ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに「（２）金銭と引換えにする取得請求

権」の定めにより金銭を交付することを当社に請求することができる。

② 前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当社に交付することによりおこなうものとし、取得請求

期間の満了時に効力が生じるものとする。

③ 「（２）金銭と引換えにする取得請求権」によるＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先

株式又はＤ２種優先株式１株の取得と引換えに交付される金銭は、取得請求期間の満了時において「（１）

残余財産の分配」に基づき残余財産の分配が行われると仮定した場合に、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ

種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式及びＥ種優先株式１株に対してそれぞれ分配される額と同額

（以下「（２）金銭と引換えにする取得請求権」において「取得金額」という。）とする。

④ 「（２）金銭と引換えにする取得請求権」による取得の請求があった場合、当社は取得請求期間の満了時

において請求の対象となったＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式

及びＥ種優先株式を取得するものとし、直ちに取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＡ種優先株主、

Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｄ２種優先株主及びＥ種優先株主に支払うものとする。但し、

Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｄ２種優先株主又はＥ種優先株主に支払うべ

き金額が会社法において支払可能な金額（以下「法定財源」という。）を超える場合には、法定財源を取得

金額で除した株式数（１株未満の端数は切り捨てる。）についてのみ「（２）金銭と引換えにする取得請求

権」に基づく取得請求権の効力が生じるものとし、その他の株式については取得請求権の行使の効力は生じ
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ないものとする。また、複数のＡ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｄ２種優先株

主又はＥ種優先株主が同時に「（２）金銭と引換えにする取得請求権」に基づく取得請求権を行使し、かつ、

上記但書の適用を受ける場合には、当社が取得すべき優先株式毎の取得総額は、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株

主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｄ２種優先株主又はＥ種優先株式が取得請求した各優先株式の数に各優

先株式の取得金額を乗じた額に応じた按分比例の方法により決定される。各Ａ種優先株主について取得請求

権の効力が発生するべき株式の数は、Ａ種優先株式の取得総額の範囲内で、各Ａ種優先株主が取得請求権を

行使した株式の数に応じて按分する方法により決定され、各Ｂ種優先株主について取得請求権の効力が発生

するべき株式の数は、Ｂ種優先株式の取得総額の範囲内で、各Ｂ種優先株主が取得請求権を行使した株式の

数に応じて按分する方法により決定され、各Ｃ種優先株主について取得請求権の効力が発生するべき株式の

数は、Ｃ種優先株式の取得総額の範囲内で、各Ｃ種優先株主が取得請求権を行使した株式の数に応じて按分

する方法により決定され、各Ｄ種優先株主について取得請求権の効力が発生するべき株式の数は、Ｄ種優先

株式の取得総額の範囲内で、各Ｄ種優先株主が取得請求権を行使した株式の数に応じて按分する方法により

決定され、各Ｄ２種優先株主について取得請求権の効力が発生するべき株式の数は、Ｄ２種優先株式の取得

総額の範囲内で、各Ｄ２種優先株主が取得請求権を行使した株式の数に応じて按分する方法により決定され、

各Ｅ種優先株主について取得請求権の効力が発生するべき株式の数は、Ｅ種優先株式の取得総額の範囲内で、

各Ｅ種優先株主が取得請求権を行使した株式の数に応じて按分する方法により決定されるものとする（なお、

按分にあたり生じる１株未満の端数は切り捨て、「（２）金銭と引換えにする取得請求権」に基づく取得の

請求の対象とはしないものとする。）。

⑤ 前各項に定めるほか、当社が会社法第156条から第165条まで（株主との合意による取得）の定めに基づき

自己株式の有償での取得をおこなう場合には、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、

Ｄ２種優先株主及びＥ種優先株主は、普通株式に優先してそれぞれＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先

株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式又はＥ種優先株式を取得の対象とすることを請求できるものとする。

（３）普通株式と引換えにする取得請求権

① Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利

（以下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

(a )Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の

普通株式の株式数（以下「Ａ種取得比率」という。）は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使によ

り各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨

て、金銭による調整は行わない。

Ａ種取得比率 ＝ ×
Ａ種優先株式の基準価額

取得価額

(b) 前号のＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初はＡ種優先株式の１株当たりの払込金額とする。

② Ｂ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｂ種」と読み替えて適用されるものとする。

③ Ｃ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｃ種」と読み替えて適用されるものとする。

④ Ｄ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｄ種」と読み替えて適用されるものとする。

⑤ Ｄ２種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｄ２種」と読み替えて適用されるものとする。

⑥ Ｅ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｅ種」と読み替えて適用されるものとする。

（４）取得価額等の調整

① 「（３）普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の
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定めにより調整される。

(a) 株式等の発行又は処分に伴う調整

Ａ種優先株式発行後、下記(i)又は(ii)に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更

を生じる可能性がある場合は、取得価額を、下記に定める調整式に基づき調整する。調整額の算定上発生

した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

(i) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当

てによる場合、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式及びＥ

種優先株式の取得請求権の行使、及び潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約

権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件

として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下「（４）取得価額等の調整」

において同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若し

くは当社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後の取得価

額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は

処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の

翌日以降にこれを適用する。

(ii) 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は

処分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。「潜在株式等取得価額」と

は、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金

額を意味するものとし、以下同様とする。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日があ

る場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項

第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生

したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

調整後取得額 ＝

既発行
株式数

×
当該調整前
取得価額

＋新発行株式数 ×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日における、

(ア)当社の発行済普通株式数（自己株式を除く。）と、(イ)発行済潜在株式等（当社が保有するものを

除く。）の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなしたときに交付される普通株式数との

合計数を意味するものとする（但し、当該調整の事由による普通株式又は潜在株式の発行又は処分の効

力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分され

る潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。）。当社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処

分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」は「処分

する株式数」と読み替えるものとする。当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われ

る場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の

目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」とは、潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するも

のとする。上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当

て（株式無償割当てを除く。）により行われる場合は、「（３）普通株式と引換えにする取得請求権」

に定めるＡ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。上記の定めにかかわら

ず、本号に基づく調整は、Ａ種優先株式の発行済株式総数の３分の２以上を有するＡ種優先株主が書面

により調整しないことに同意した場合には行われない。

(b) 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

Ａ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は無償割当てをおこなう場合は、取得価額は以下の調整式に基

づき調整される。調整後の取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当ての

ための基準日がある場合はその日）の翌日以降、適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未

満の端数は切り捨てるものとする。また、この場合Ａ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整さ

れるものとする。

(c) その他の調整
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上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議（取締役会設置会社でない

場合には株主総会の決議）に基づき、合理的な範囲において取得価額及び／又はＡ種優先株式の基準価額

の調整をおこなうものとする。

(i) 合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合

(ii) 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部につい

て取得原因が発生した場合を除く

(iii)潜在株式等に潜在株式等取得価額が修正される場合

(iv) 上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整

が必要であると取締役会（取締役会設置会社でない場合には取締役）が判断する場合

② Ｂ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｂ種」と読み替えて適用されるものとする。

③ Ｃ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｃ種」と読み替えて適用されるものとする。

④ Ｄ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｄ種」と読み替えて適用されるものとする。

⑤ Ｄ２種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあ

るのは、「Ｄ２種」と読み替えて適用されるものとする。

⑥ Ｅ種株式の取得請求権については、上記①の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｅ種」と読み替えて適用されるものとする。

（５）普通株式と引換えにする取得

当社は、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式又はＥ種優先株式の

発行以降、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の申請をおこなう

ことが取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）で可決され、かつ株式公開に関する主幹事の金

融商品取引業者から要請を受けた場合には、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の定める

日をもって、発行済のＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式又はＥ種

優先株式の全部を取得し、引換えにＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先

株式又はＥ種優先株式に当社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、

数その他の条件については、「（３）普通株式と引換えにする取得請求権」及び「（４）取得価額等の調整」

の定めを準用する。なお、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｄ２種優先株式又は

Ｅ種優先株式に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234

条に従うものとする。

（６）議決権

① Ａ種優先株主は、当社株主総会及びＡ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ａ種種類株主総

会」という。）において、Ａ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

② Ｂ種優先株主は、当社株主総会及びＢ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｂ種種類株主総

会」という。）において、Ｂ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

③ Ｃ種優先株主は、当社株主総会及びＣ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｃ種種類株主総

会」という。）において、Ｃ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

④ Ｄ種優先株主は、当社株主総会及びＤ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｄ種種類株主総

会」という。）において、Ｄ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

⑤ Ｄ２種優先株主は、当社株主総会及びＤ２種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｄ２種種類株

主総会」という。）において、Ｄ２種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

⑥ Ｅ種優先株主は、当社株主総会及びＥ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｅ種種類株主総
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会」という。）において、Ｅ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

（７）Ａ種種類株主総会

① Ａ種種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができるＡ種優先株主の議決権の過半数をもっておこなう。

② 会社法第324条第２項の定めによるＡ種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるＡ種優先株

主の議決権の３分の１以上を有するＡ種優先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっておこなう。

③ 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、定款における株主総会に関する規定はＡ種種類株主総会に準

用する。

（８）Ｂ種種類株主総会

① Ｂ種種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができるＢ種優先株主の議決権の過半数をもっておこなう。

② 会社法第324条第２項の定めによるＢ種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるＢ種優先株

主の議決権の３分の１以上を有するＢ種優先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっておこなう。

③ 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、定款における株主総会に関する規定はＢ種種類株主総会に

準用する。

（９）Ｃ種種類株主総会

① Ｃ種種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができるＣ種優先株主の議決権の過半数をもっておこなう。

② 会社法第324条第２項の定めによるＣ種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるＣ種優先株

主の議決権の３分の１以上を有するＣ種優先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっておこなう。

③ 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、定款における株主総会に関する規定はＣ種種類株主総会に

準用する。

（10）Ｄ種種類株主総会

① Ｄ種種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができるＤ種優先株主の議決権の過半数をもっておこなう。

② 会社法第324条第２項の定めによるＤ種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるＤ種優先株

主の議決権の３分の１以上を有するＤ種優先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっておこなう。

③ 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、定款における株主総会に関する規定はＤ種種類株主総会に

準用する。

（11）Ｄ２種種類株主総会

① Ｄ２種種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使する

ことができるＤ２種優先株主の議決権の過半数をもっておこなう。

② 会社法第324条第２項の定めによるＤ２種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるＤ２種優

先株主の議決権の３分の１以上を有するＤ２種優先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっておこ

なう。

③ 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、定款における株主総会に関する規定はＤ２種種類株主総会

に準用する。

（12）Ｅ種種類株主総会

① Ｅ種種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができるＥ種優先株主の議決権の過半数をもっておこなう。
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② 会社法第324条第２項の定めによるＥ種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるＥ種優先株

主の議決権の３分の１以上を有するＥ種優先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっておこなう。

③ 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、定款における株主総会に関する規定はＥ種種類株主総会に

準用する。

（13）株式の分割、併合及び株主割当て等

① 当社は、株式の分割又は併合をおこなうときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれをおこなう。

② 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下「（13）

株式の分割、併合及び株主割当て等」において同じ。）の無償割当てをおこなうときは、普通株主には普通

株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株

式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式又はＢ種優先株式を目的とする

新株予約権の無償割当てを、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式又はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式又はＤ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｄ

２種優先株主にはＤ２種優先株式又はＤ２種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、E種優先株主

にはE種優先株式又はE種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で同一

の条件にておこなうものとする。

③ 当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、

普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ

種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先

株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式又

はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式又はＤ種

優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｄ２種優先株主にはＤ２種優先株式又はＤ２種

優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、E種優先株主にはE種優先株式又はE種優先株式を

目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて与える。

（14）種類株主総会の決議

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはない。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023 年 12 月 15 日
(注)１

E種優先株式
87,050

普通株式
2,965,000

A種優先株式
450,000

B種優先株式
295,000

C種優先株式
455,000

D種優先株式
1,700,000

D2種優先株式
832,900

E種優先株式
87,050

79,998 178,998 79,998 2,360,432

(注)

１． 有償第三者割当増資

割当先 KxShare1号投資事業有限責任組合、KxShareHW投資事業有限責任組合

発行価格 1,838円

資本組入額 919円

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式
2,965,000

Ａ種優先株式
450,000

Ｂ種優先株式
295,000

Ｃ種優先株式
455,000

Ｄ種優先株式
1,700,000

Ｄ２種優先株式
832,900

Ｅ種優先株式
87,050

2,965,000

450,000

295,000

455,000

1,700,000

832,900

87,050

１株式等の状況 (１)株式の総数等
②発行済株式（注）の記載を参照

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 6,784,950 ― ―

総株主の議決権 ― 6,784,950 ―

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間（2023年10月１日から2023年12月31日まで）及び第１四半期累計期間

（2023年10月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半

期レビューを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2023年９月30日)

当第１四半期会計期間
(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 781,584 822,420

売掛金 277,500 275,081

営業未収入金 269,556 260,216

その他 52,562 74,001

貸倒引当金 △13,530 △16,047

流動資産合計 1,367,673 1,415,672

固定資産

有形固定資産 46,582 44,965

投資その他の資産 70,361 67,569

固定資産合計 116,943 112,534

資産合計 1,484,617 1,528,207
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(単位：千円)

前事業年度
(2023年９月30日)

当第１四半期会計期間
(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 471,175 532,104

短期借入金 50,000 50,000

１年内返済予定の長期借入金 27,626 26,424

未払金 288,667 330,830

未払法人税等 3,407 2,249

その他 247,461 232,839

流動負債合計 1,088,338 1,174,447

固定負債

長期借入金 83,166 77,912

固定負債合計 83,166 77,912

負債合計 1,171,504 1,252,359

純資産の部

株主資本

資本金 99,000 178,998

資本剰余金 2,280,433 2,360,432

利益剰余金 △2,067,618 △2,264,882

株主資本合計 311,815 274,549

新株予約権 1,298 1,298

純資産合計 313,113 275,847

負債純資産合計 1,484,617 1,528,207
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)

売上高 714,433

売上原価 96,264

売上総利益 618,169

販売費及び一般管理費 819,121

営業損失（△） △200,951

営業外収益

ポイント還元収入 4,856

その他 950

営業外収益合計 5,807

営業外費用

支払利息 339

株式交付費 787

その他 165

営業外費用合計 1,291

経常損失（△） △196,436

税引前四半期純損失（△） △196,436

法人税、住民税及び事業税 827

法人税等合計 827

四半期純損失（△） △197,263
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)

減価償却費 1,779

(株主資本等関係)

当第１四半期累計期間（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日）

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動

当社は2023年12月14日付でKxShare1号投資事業有限責任組合及び2023年12月15日付でKxShareHW投資事業

有限責任組合から第三者割当増資の払い込みを受けました。この結果、当第１四半期累計期間において、

資本金79,998千円及び資本剰余金79,998千円が増加し、当第１四半期会計期間末において資本金が178,998

千円、資本剰余金が2,360,432千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日）

当社は、HR tech事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、HR tech事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を、サービス区分別に分

解した情報は以下のとおりであります。

当第１四半期累計期間（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日）

（単位：千円）

サービス区分別
合計

Zキャリア back check

売上高

一時点で移転される財又はサービス 327,839 20,268 348,108

一定期間にわたり移転される財又はサービス 249,645 116,679 366,325

顧客との契約から生じる収益 577,485 136,948 714,433

外部顧客への売上高 577,485 136,948 714,433
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期累計期間
（自 2023年10月１日
至 2023年12月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △29円39銭

（算定上の基礎）

四半期純損失（千円）（△） △197,263

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円）（△） △197,263

普通株式の期中平均株式数（株） 6,711,146

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

（多額な資金の借入）

当社は事業の成長に伴う運転資金を確保し、財務基盤の強化を図る事を目的とする借入を実行しました。

借入の概要は以下のとおりであります。

(1)借入先 UPSIDER BLUE DREAM Growth Fund 1号投資事業有限責任組合

(2)借入金額 300,000千円

(3)借入金利 基準金利＋スプレッド

(4)借入実行日 2024年１月16日

(5)借入期間 ２年間

(6)返済方法 期限一括返済

(7)担保の有無 無

(8)保証の有無 無
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２ 【その他】

該当事項はありません。



23

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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